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議第545号

京都市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成27年２月20日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市個人情報保護条例の一部を改正する条例

第１条　京都市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

　　

目次中

「第４章　個人情報の取扱いの是正の申出（第35条）　

を
　　　　　　第５章　不服申立て（第36条～第38条）

　　　　　　第６章　雑則（第39条～第45条）

　　　　　　第７章　罰則（第46条～第50条）　　　　　　　　」

　「第４章　不服申立て（第35条～第37条）　

に改める。　　第５章　雑則（第38条～第44条）

　　第６章　罰則（第45条～第49条）　　　」

　　第２条第５号中「第46条」を「第45条」に，「第48条」を「第47条」に

改め，「から第５章まで」を削り，「除く。）」の右に「及び第４章」を加え，

同号を同条第６号とし，同条第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ，

同条第１号の次に次の１号を加える。

　　⑵　特定個人情報　行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。

　　第８条第１項各号列記以外の部分中「個人情報を」を「個人情報（特定

個人情報を除く。以下この条において同じ。）を」に改め，同条の次に次

の１条を加える。

　（特定個人情報の利用の制限）
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　第８条の２　実施機関は，個人情報取扱事務の目的を超えて，特定個人情

報を当該実施機関内で利用してはならない。

　２　前項の規定にかかわらず，実施機関は，個人の生命，身体又は財産の

安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合であって，本人

の同意があり，又は本人の同意を得ることが困難であるときは，個人情

報取扱事務の目的を超えて特定個人情報を利用することができる。

　３　実施機関は，前項の規定により特定個人情報を利用するときは，個人

の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

　　第10条第１項ただし書中「実施機関が，審議会の意見を聴いたうえで，

公益上特に必要があると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に

改め，同項に次の各号を加える。

　　⑴　法令に定めがあるとき。

　　⑵　実施機関が，審議会の意見を聴いたうえで，公益上特に必要がある

と認めるとき。

　　第11条ただし書中「実施機関が，審議会の意見を聴いたうえで，公益上

必要があり，かつ，個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると

認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め，同条に次の各号を

加える。

　　⑴　法令に定めがあるとき。

　　⑵　実施機関が，審議会の意見を聴いたうえで，公益上必要があり，か

つ，個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めるとき。

　　第14条第２項各号列記以外の部分中「法定代理人」の右に「（特定個人

情報の開示を請求する場合にあっては，未成年者若しくは成年被後見人の

法定代理人又は本人の委任による代理人。次条第２項並びに第16条第１号

及び第２号において「代理人」という。）」を加える。

　　第15条第２項中「その法定代理人」を「代理人」に改める。

　　第16条第１号中「よる」を「より本人に代わって」に，「未成年者又は
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成年被後見人の法定代理人」を「代理人」に，「当該未成年者又は成年被

後見人」を「当該本人」に改め，同条第２号中「未成年者又は成年被後見

人の法定代理人」を「代理人」に改める。

　　第22条第１項中「第37条」を「第36条」に，「第38条」を「第37条」に

改める。

　　第30条第１項第１号中「又は第３項」を「若しくは第３項又は番号法第

20条」に改め，同項第２号中「又は第２項」を「若しくは第２項若しくは

第８条の２」に，「利用されて」を「利用され，又は番号法第28条の規定

に違反して作成された特定個人情報ファイル（同法第２条第９項に規定す

る特定個人情報ファイルをいう。）に記録されて」に改め，同項第３号中

「又は第２項」を「若しくは第２項又は番号法第19条」に改める。

　　第４章を削る。

　　第36条第１項第２号中「第38条」を「第37条」に改め，第５章中同条を

第35条とする。

　　第37条を第36条とし，第38条を第37条とする。

　　第５章を第４章とする。

　　第６章中第39条を第38条とし，第40条を第39条とする。

　　第41条第２項第１号中「個人情報」の右に「（特定個人情報を除く。次

号において同じ。）」を加え，同条第３項中「及び第３章から第５章まで」

を「，第３章及び第４章」に改め，同条を第40条とする。

　　第42条を第41条とし，第43条から第45条までを１条ずつ繰り上げる。

　　第６章を第５章とする。

　　第７章中第46条を第45条とし，第47条から第50条までを１条ずつ繰り上

げる。

　　第７章を第６章とする。

第２条　京都市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

　　第２条中第６号を第７号とし，第３号から第５号までを１号ずつ繰り下
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げ，第２号の次に次の１号を加える。

　　⑶　情報提供等記録　番号法第23条第１項各号列記以外の部分及び第２

項各号列記以外の部分に規定する記録に記録された特定個人情報をい

う。

　　第８条の２第２項中「特定個人情報」の右に「（情報提供等記録を除く。

次項において同じ。）」を加える。

　　第９条中「に個人情報」の右に「（情報提供等記録を除く。以下この条

において同じ。）」を加える。

　　第29条中「提供先」の右に「（情報提供等記録にあっては，総務大臣及

び番号法第19条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に

係る同法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって，

当該実施機関以外のものに限る。））」を加える。

　　第30条第１項各号列記以外の部分中「個人情報」の右に「（情報提供等

記録を除く。以下この項において同じ。）」を加える。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

日から施行する。

　⑴　第１条中第10条及び第11条の改正規定　公布の日

　⑵　第１条の規定（第10条及び第11条の改正規定を除く。）及び次項の規

定　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（以下「番号法」という。）の施行の日

　⑶　第２条の規定　番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日

（経過措置）

２　第１条の規定による改正前の京都市個人情報保護条例第35条第１項の規

定による是正の申出については，同条第４項及び第５項の規定は，番号法

の施行の日以後も，なおその効力を有する。
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提案理由

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に伴い，特定個人情報の取扱いについて必要な措置を講じる等の必要

があるので提案する。


